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中華人民共和国等で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症 

に関する政府の取組について（周知・協力依頼） 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症について、中華人民共和国以外の国等においても

感染の拡大が一部で見られる現下の状況に鑑み、政府一体となった施策を関係

省庁が連携して実施することとし、その重要性に鑑み、「中華人民共和国で感

染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について」

（令和２年２月12日閣議了解）に加え、出入国管理及び難民認定法第５条第１

項第14 号の適用について、別添１のとおり閣議了解が行われましたので周知

いたします。 

貴職におかれましては、水際対策を徹底する観点から、検疫所等と連携し、

引き続き別添２の新型コロナウイルス感染症対策について実施をお願いしま

す。 

なお、貴都道府県管内の市町村管理に係る地方港湾の港湾管理者には、貴職

よりこの旨周知方お願いいたします。 

 

 


